
 

 

 

内容現在：2026年4月1日 

 

J:COM WiMAX +5G S 対応機器の購入に関する特定商取引法に基づく表示 

WiMAX +5G S 対応機器の購入に関する重要なことが記載されています。以下の内容を十分にお読みください。 

 

●販売業者： 

別表Ⅰのうち、お客さまに別途交付される「申込書控え」または「お申込内容確認書」にて特定される事業者です。 

 

●電話番号 

大分エリア以外：０１２０-９９９-０００ 

大分エリア：097-542-1121 

 

●販売商品： 

 「J:COM WiMAX +5G S」に使用するWiMAX +5G S 対応機器 

  

●価格： 

商品の購入代金は以下の表のとおりです。 

WiMAX +5G S 対応機器名 販売価格 

Speed WiFi DOCK 5G 01 CPSpeed製 １台 25,200円（税込27,720円） 

Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTEジャパン製  １台 25,200円（税込27,720円） 

 

✓ 手続きに関する料金：契約事務手数料3,000円（税込3,300円）が必要です。そのほかの J:COMサービスを新規加入・サー

ビス追加・変更で加入される場合には別途基本工事費、契約事務手数料、サービス変更手数料などが必要です。 

 

●支払方法および支払時期： 

WiMAX +5G S対応機器の代金は、サービス開始日の属する月の翌月に、お申し込み時にお客さまが指定したお支払方法（金融機

関の口座からの自動振替またはクレジットカードによる決済手段）にて、お支払いいただきます。 

 

 ●引渡し時期： 

   お申し込み後、原則10日以内にお客さまのご住所宛に配送いたします。ただし、お届け先の地域によってはさらに時間がかかる 

場合があります。 



 

 

 

●制限事項： 

✓ WiMAX +5G S対応機器の保証は、製造メーカーによる保証のみとなります。 

✓ 購入者が商品の引渡しを受けた後、８日以内に商品に隠された瑕疵を発見された場合、弊社では購入者の請求により当該商品

を無償で修補または交換いたします。 

 

 

 

 

 

別表Ⅰ 

商  号：JCOMマーケティング株式会社 

本  店：〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-1  

丸の内トラストタワー N 館 

代表者：代表取締役社長 櫻井 俊一 

電話番号：0120-999-000 

商  号：株式会社ケーブルネット下関 

本  店：〒 751-0816 山口県下関市椋野町3-25-35 

代表者：代表取締役社長 岩尾 克也 

電話番号：0120-999-000 

 

 

●クーリング・オフについて： 

1. 本書面の受領日から８日以内に書面または電磁的記録でお申し込みいただければ、WiMAX +5G S対応機器の購入

契約を解除することができます。 

2. 1.にかかわらず、弊社がクーリング・オフを妨げるために、事実と異なる説明をしたことにより購入者が誤認をし、または

威迫したことにより購入者が困惑し、これらによってクーリング・オフを行えなかった場合には、弊社が作成したクーリン

グ・オフ妨害の解消のための書面を、購入者が弊社から受領した日から 8 日以内は、弊社に書面または電磁的記録で

お申し出いただくことによりクーリング・オフを行うことができます。 

3. 1.または2.のクーリング・オフは、購入者が 1.または2.のお申し出をされたときに効力が生じます。 

4. 1.または2.のクーリング・オフがあった場合、 

① 既にWiMAX +5G S対応機器がお客さまに引渡されている場合は、当該機器の引取りに要する費用は事業者

が負担いたします。 

② 既に WiMAX +5G S 対応機器の購入代金の全部または一部をお支払いいただいている場合、事業者は速や

かに、お支払いいただいた当該全額を返還いたします。 

③ 当該金額は、場合によっては支払いを停止することができず、ご利用料金などと共に一旦ご登録のクレジットカー

ドもしくは口座振替でのご請求が発生いたします。お支払いいただいた当該金額はお客さまの J:COM サービ

ス利用料より差し引く方法により返金させていただきます。1カ月で全額を差し引けない場合は、残額について 2

カ月目以降の利用料より差し引かせていただきます。なお、直接お振込みの方法による返金のご希望がございま

したらお申し出いただきますようお願いいたします。 

④ お客さまがWiMAX +5G S対応機器をご利用することにより得られた利益に相当する金銭、ならびにクーリン

グ･オフに伴い発生する事業者の損害にかかる金額の支払いを請求することはありません。 

⑤ クーリング・オフの際、WiMAX +5G S対応機器の事業者への返却がなされない場合、購入者はその損害等を

賠償する責任を負っていただきます。 

⑥ 弊社は、購入者が当該機器を使用することにより得られた利益に相当する金銭の支払いを請求することはありま

せん。 


